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はじめに

　情報技術（IT）の発展・普及と共にネットビ
ジネスが台頭し，資本主義世界のあり方は情報
技術によって大幅に再編されてきた。情報産業
の動向が世界的な資本蓄積を規定する一つの軸
になり，その渦の中には GAFAM（グーグル，アッ
プル，フェイスブック，アマゾン，マイクロソフト）
に代表されるような超巨大資本が台頭するよう
になった。これらの資本は国境を超えて世界市
場を支配し，グローバルな独占，世界大の独占
と言うべき存在となっている。これら企業に対す
る独占禁止法や反トラスト法の適用が議論され
る事態もしばしば発生し，ネットビジネスとの関
連で独占問題が語られる場面も増えている（1）。
　こうした状況を解明すべく独占論が語られる
ことは有意義であり，筆者も「グローバルな独
占」という概念で事態の一端を論じて来た（2）。
しかしながらグローバルな独占，世界大の独占
を論ずるのであれば，まずは元来の独占論を整

理し，その内容を確認しておくことが肝要であ
る。これまでの独占論研究には，独占を単なる
マーケットシェアの大きな企業として扱うので
はなく，そうした企業を成立させる資本主義発
展の基本法則，それが成立したことによる資本
蓄積の変容，そこでの資本主義の矛盾の発現形
態の変化といった豊富な内容を含むものがあっ
た。本稿はこうした豊富な内容を持つ独占論の
代表として北原勇氏の議論を取り上げ，それを
発展させることでグローバルな独占論の基礎理
論を構築しようとするものである。特に本稿で
は，北原独占論の重要な特徴である設備投資の
扱いに注目する。独占段階の資本蓄積のありよ
うは，独占資本の特徴的な投資行動に左右さ
れ，そのことがまた資本主義国家の政策をも規
定することになる。こうした事実を踏まえてお
くことは，グローバルに，世界大に展開するこ
とになった独占を前にした時，資本主義国家が
いかなる政策的対応を展開するかを理解する上
でも極めて重要である。
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⑴　2020 年頃から，アメリカではグーグルやフェイスブックなどの巨大ネットビジネスが反トラスト法（独占禁
止法）違反で提訴される事例が増えてきた。

 　2024 年 8 月には，ワシントンの連邦地裁が，グーグルは競合他社を競争から排除し，オンライン検索と関連
広告の独占状態を維持する目的で違法行為をしたとの判決を出した（2020 年 10 月に米司法省や州が共同で提訴
したもの）。その後，独占状態の是正措置をめぐる審理が続いていたが，2025 年 9 月，米連邦地裁はグーグルに
対し，検索データを外部に提供することを命じた。あわせて，検索，ウェブ閲覧ソフト「クローム」，生成 AI の

「ジェミニ」といった各サービスを抱き合わせ，顧客企業や消費者を縛るような契約をすることを禁止した。
 　尚，焦点だった「クローム」事業の売却は「不要」として見送られた。これにより「グーグル解体」は回避さ

れた。『日本経済新聞』2025 年 9 月 4 日，『朝日新聞』2025 年 9 月 4 日，参照。
⑵　渋井康弘（2005），渋井康弘（2007）等。
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　このような意味で本稿は，北原独占論に依拠
しつつ，それを発展的に継承して今日のグロー
バルな独占の本質を解明しようとするものである。

第 1節　資本の集積・集中と独占の成立

第 1項　資本の集積・集中
　独占を理解するためには，まずそれが資本主
義発展の必然的かつ基本的傾向である資本の集
積・集中（3）の高度な展開によって成立すること
を踏まえねばならない。
　資本主義的生産様式の下，各生産部門では，
諸企業が部門の平均的・標準的な生産条件より
も生産力の高い新生産方法を導入―主に新式
機械の設備投資―しようと競争を展開してい
る。新生産方法をより早期に導入した企業は，
その企業の生産する商品の個別的生産価格を一
般的生産価格よりも低くすることができ，その差
額を特別剰余価値・利潤として取得することが
できるからである（これは現象としては，当該企
業の費用削減による利潤増大として現れる）（4）。
　各企業が特別剰余価値・利潤の獲得を目指し
て新生産方法を導入していけば，やがて部門全
体の生産力が向上し，一般的生産価格が低落し
ていく（それは新生産方法導入→費用削減に先
に成功した諸企業による値下げや，生産力の高く
なった諸企業からの供給増大→需給関係の変化
による価格低下として現実化する）。この過程で，
旧式の生産方法を利用している企業ではマイナス

の特別剰余価値・利潤が発生する（利潤の減少）。
　新生産方法はやがて部門の平均的・標準的生
産方法となり，当該部門で平均利潤を得て事業
活動を継続するためには，新生産方法が不可欠
となる。新生産方法導入が企業間競争によって
強制されるのである。新生産方法を早期に導入
していた企業が得ていた特別剰余価値・利潤も
消滅し，それらの企業は新たに成立した生産価
格の下で，利潤としては平均利潤だけを得るよ
うになる。そしてまた新たに特別剰余価値・利
潤の獲得を目指した新生産方法導入を巡る競争
が展開し，その競争がやがて部門全体に次なる
新生産方法導入を強制していくのである。
　こうして新生産方法の導入・普及が進展する
中で，各企業の資本規模・生産規模は拡大して
いく。一般に，より生産性の高い新生産方法は
投下資本規模の拡大を必要とするからである

（それに伴い生産規模も拡大する）。そしてこの
必要に応えるべく，各企業は資本の集積（剰余
価値・利潤の資本への転化による個別資本の拡
大。狭義の資本蓄積）および資本の集中（複数
資本の単一資本への転化。企業の吸収・合併等）
に努めることになる（尚，資本の集積と集中を
合わせたものは，広義の資本蓄積となる）。
　この過程は信用制度，株式会社制度の発展に
よっても促進される。それらは資金調達を容易
にすることで投下しうる資本の規模，生産規模
の拡大を促進する（特に大資本は信用獲得上，
小資本に比して優位にあり，より大量の資本を

⑶　資本の集積・集中のメカニズムは，基本的に Marx, K（1962）Kapitel 23 ／大内・細川監訳（1968）第 23 章
で明らかにされている。

⑷　一般的生産価格（通常，生産価格と言えばこの一般的生産価格のこと）は，その部門の平均的・標準的生産条
件の下での費用価格プラス平均利潤。当該企業が部門の平均的・標準的生産条件を有していれば，個別的生産価
格イコール一般的生産価格となり，そこでは平均利潤が取得される。その企業がより優秀な生産条件を持つ場合
には，個別的生産価格が一般的生産価格を下回り，その差額分として平均利潤を上回る利潤部分＝特別利潤が取
得される。このように特別利潤は個別的生産価格と一般的生産価格との差額であるが，その本質は個別的価値と
社会的価値との差である特別剰余価値であるので，本稿ではこれを特別剰余価値・利潤と表現する。
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動員できる）。中でも株式会社制度は，それ自
身では資本として自立できない少額の貨幣を株
式の形態で集めて巨大な資本に転化させうる
し，既存企業間の吸収・合併（による資本の集
中）も，株式の取得などを通じて容易に実行で
きるようにする。
　資本の集積・集中が進展していくと当該部門
の生産力は向上し，それはさらなる集積・集中，
生産力向上を呼び起こす。それとともに当該部
門の「最低必要資本量」（部門の平均的・標準
的生産条件で生産を行なうのに最低限必要な資
本量）は増大していく。この中で資本規模のよ
り小さい企業は市場から駆逐されていき（他企
業による吸収・合併を含む），資本の集積・集
中はより一層進展することになるのである。
　資本主義発展の中では，以上のような過程が
必然的かつ基本的傾向として進展していく。ま
ずはこの点を確認することが，独占成立の論理
を理解する基礎となる。

第 2項　中小資本の残存・新生
　前項で見たように資本の集積・集中は資本主
義発展の必然的かつ基本的傾向であるが，それ
は決してあらゆる部門で一様に，直線的に進む
わけではない。その傾向とは反対に作用する中
小資本の残存・新生という事態を伴いながら，
それを内に含みつつ進んでいくのである。
　各部門における資本の集積・集中の進展のテ
ンポは，市場の広さ，利用技術，労働条件と
いった要因に大きく規定される。当該部門の市
場が広いほど，より生産力の高い新生産方法の
導入，生産の大規模化が促され，資本規模・生
産規模の拡大が顕著に進む。大規模生産による
均質・安価な製品の大量生産は，それ自体がま

た新たな需要を喚起し，さらに市場を拡大する
要因にもなる。また，労働条件が良く労務費が
高いほど，新式機械などの新生産方法の導入に
よる労務費削減が追求されやすく，それに伴い
資本規模・生産規模の拡大も急速に進む。ここ
では「最低必要資本量」も急速に増大し，資本
規模の小さい企業の駆逐も顕著である。
　だが逆に当該部門の市場が狭い，低廉な労働
力が利用できる（新式機械などの導入が進みに
くい）といった場合には，集積・集中のテンポ
は緩慢なものとなり「最低必要資本量」も増大
しにくい（長期的には，当該部門の生産力発展
に伴い増大するが）。こうした部門では資本規
模・生産規模がなかなか増大せず，中小資本が
駆逐されずに残存したり，中小資本が新生した
りすることが可能となる。また，生産力発展の
結果として生み出された新生産物を基礎に新部
門が形成される場合や，分割された生産工程が
新部門として独立した場合などにおいて，そこ
が市場・技術・労働条件の面で上と同様の性格
を持っていれば，そこはやはり中小資本によっ
て構成される部門となるだろう。
　このように資本制生産においては，資本の集
積・集中という必然的・基本的傾向が貫きつつ
も，集積・集中のテンポの遅い部門では相対的
に資本規模の小さい中小資本が残存したり新生
したりしているのである。集積・集中が遅々と
して進まず，「最低必要資本量」が少額のまま
増加しにくい部門には，「最低必要資本量」が
巨額になった部門では自立し得ない資本が殺到
することになる（5）。それ故そこでは，往々にし
て，極めて激しい競争が展開する。
　また，集積・集中が進展し「最低必要資本量」
が巨額になった部門においても，その内部で標

⑸　既存の小資本だけでなく，資本家の財産分与や，剰余価値・利潤の利子・地代等への分割によって生じた潜在
的な小資本（家）も，資本としての自立を目指してこうした部門に殺到する。
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準以下の劣悪な生産条件に耐えながら中小資本
が残存する場合もある（大抵，部門の平均的・
標準的水準よりも低廉な労働力の利用がこれを
可能にする）。さらに，巨大な部門の市場がい
くつかの亜種（疑似的小規模市場）に分化して
いれば，その内部において中小資本が残存する
こともあるだろう。
　もちろん「最低必要資本量」の小さい部門で
も集積・集中→生産力発展は徐々に進んでいく
し，大規模化した部門で残存していた標準以下
の弱小資本も，部門の集積・集中→生産力発展
とともに次第に残存が困難となっていく。だが
他方において，中小資本が存立しうる部門は新
たに生み出されてくるし，部門の標準以下の弱
小資本が残存し続けようとする傾向も存在し続
けるのである。
　それ故，資本主義発展は全体として，新式機
械の設備投資を軸とする新生産方法の導入競争
を通じて資本の集積・集中を推し進め，各部門
の「最低必要資本量」を増大させ，より少数の
より大規模な資本が支配する部門を生み出して
いく。そしてこのメカニズムは，やがて独占的
市場構造を生み出すことにもなる。だが同時
に，他方では相対的に中小規模の資本を残存・
新生させ，それらを大規模資本と併存させてい
くメカニズムを持っているわけである。

　以上のように資本主義発展の必然的かつ基本
的傾向である集積・集中は，それと反対に作用
する中小資本の残存・新生を伴いつつ進展する
のであり，それ故にまた資本主義発展は独占を
成立させるとともに，絶えず中小資本を残存・
新生させることで，それらを独占と併存させる
のである。この点を「資本の集積・集中と分裂・
分散」とが両立するという問題として，マルク
ス経済学の基礎上で先駆的に理論化したのは北
原勇氏であった（6）。

第 3項　独占的市場構造の成立
　資本の集積・集中が高度に進展した部門では，
やがて部門全体が数社の巨大独占企業によって
支配された独占的市場構造が成立する（7）。それ
は基礎的・基軸的な原材料・燃料・動力源・エ
ネルギー源の生産部門，大型で高価な，あるい
は大量に利用される労働手段の生産部門，大量
の均質的需要を持つ消費財の生産部門といっ
た，一国の産業構造の中で大きな位置を占める
主要産業部門に成立する可能性が極めて高い。
19 世紀末から20 世紀初頭にかけて，先進資本
主義国ではそれらの中核的・中軸的な諸産業に
次々と独占的市場構造が定着し，資本主義は産
業資本主義の段階（資本主義の競争段階）から
独占資本主義の段階（資本主義の独占段階）（8）へ

⑹　北原勇（1957），北原勇（1977）pp. 11 ～ 28 および渋井康弘（2010）を参照。本項での説明は，基本的に北原
氏の「集積・集中と分裂・分散」論に依拠している。

⑺　独占的市場構造については，北原（1977）第 1 編第 1 章参照。
⑻　資本主義の独占段階では，その構造と動態に競争段階との質的相違がみられる。そこでは，競争段階に貫徹し

ていた資本主義の運動法則（基本的には『資本論』で解明された法則）が部分的に作用しなくなったり，変容し
たりしており，その点を解明する理論（＝独占資本主義の理論）が必要となる。この理論の体系的構築を目指し
たものの一つが北原（1977）であり，本稿もこの理論に大きく依っている。

 　ただし，独占段階において資本主義の法則が部分的に変容したとしても，それ以外の部分では競争段階以来の
法則が貫徹し続けている。また変容した部分についても，その基底にあるのは競争段階に貫かれていた法則であ
る。資本主義が資本主義である限り，『資本論』によって解明された諸法則は資本の運動の土台をなしており，
その土台の上に独占段階の法則が積み重なるのである。



47グローバルな独占論の基礎的研究（渋井）

と移行することとなった。
　独占的市場構造は高い市場集中度と参入障壁
によって特徴づけられる。少数巨大企業が高い
市場占拠率で部門の需要を獲得しており（高い
市場集中度），しかも当該部門への他部門から
の参入を阻止する参入障壁が存在するので，そ
の状況が構造的に定着するのである。
　参入障壁には，まず基本的な要因として，当
該部門の最低必要資本量が厖大化しているとい
うことがある。これにより，ほとんどの中小資
本は当該部門に参入できない。さらにその上
で，他部門の巨大資本による参入をも阻止する
要因として，次の（A）～（C）の要因がある。

（A）当該部門における「最小必要生産能力」（分
割不可能な生産設備 1 セット）の巨大化の下，
その巨大生産設備をもって参入すれば部門の供
給能力が急増し，操業率と価格（のどちらか，
または両方）のかなりの低下を覚悟せねばなら
ないということ。
　独占企業の生産設備は分割不可能な巨大設備
なので，1 セット増設しただけでも大幅な供給
増となる点の理解が肝要。

（B）当該部門の既存企業の（参入者に対する）
費用面での優位性。
　参入企業は，既存企業の有する特許・知的所
有権などへの支払い，原材料調達のルートや販
路確保のための支出などに伴い，既存企業には

ない費用が発生することも多く，それだけ不利
になりがちである。

（C）既存企業が参入者に対して闘争的対抗手
段（既存設備での生産増による参入の余地の縮
小，新たな特許取得や秘密保持による技術の利
用阻止，原料資源の買い占め，系列販売店を通
じての流通経路の封鎖，系列金融機関からの融
資面での締めあげ等）をとる可能性。
　こうして成立した独占的市場構造の下では，
当該部門内の巨大独占諸企業が価格支配力を持
つことになる。これら独占諸企業は，他部門か
らの参入を制限しつつ（＝部門間競争の制限），
部門内企業間で協調して（＝部門内競争の制
限），自分らに有利な価格設定（長期的利潤を
最大化できるような価格の設定）を行なうので
ある（9）。その結果，当該部門の独占諸企業は，
競争が全面的に展開していたならば成立したで
あろう生産価格を上回る独占価格を設定し，生
産価格の下で実現したであろう平均利潤を越え
る独占利潤を獲得するのである。そこでは他の
非独占諸部門よりも高い利潤率が実現する（10）。
　他方，独占部門から排除された多くの企業

（非独占中小企業）は，自立を目指して非独占
部門に殺到し，激しい競争を展開する。それら
企業のほとんどは，価格支配力のある独占企業
が高利潤率の実現を目指して自らに有利な価格
設定をする中で，価値の収奪（流通過程を通じ

⑼　部門内，部門間の競争制限と言っても，企業間競争が無くなるということでは全くない。価格支配力を持つ数
社の協調により，製品価格の引き下げ競争は抑止されるが，それ以外の面（技術開発，製品差別化，広告宣伝等）
での競争は行われるし，市場の大幅・持続的な拡大期には，競争段階以上に激しい設備投資競争が展開されるこ
とも少なくない。また独占的市場構造も永続性を保証されたものではなく，需要の大きな変化や画期的新技術登
場などにより参入が実現することもあれば，それを機に価格引き下げ競争が前面に現れてくる場合もある。この
点，独占資本主義を理解する上で極めて重要である。北原（1977）pp. 50―52 および第 3 編，渋井（2005）pp. 
55―60，渋井（2007）pp. 45―47 参照。

⑽　本稿でいう利潤率は，「投下総資本に対する利潤の割合」であり，利ざや／費用比率や売上高利潤率（利益率）
ではない。資本の収益性を真に表現するのは「投下総資本に対する利潤の割合」で，それ故にまた，ある部門へ
の参入において企業が問題にするのもこの指標である。北原（1977）pp. 165―166 参照。
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ての独占企業への価値の移転）を甘受せざるを
得ない（11）。また，独占部門における製品価格
の吊上げとは別に，独占企業が購買独占者と
なって，非独占中小企業からの（原材料・部品
等の）購入価格を低く抑え付けることで収奪す
る場合もある。それ故，非独占部門における利
潤率は，一般に独占部門より低いものとなる。
　独占部門における高利潤率は独占企業による
価格支配（有利な価格設定）によって実現する
もので，それは決して独占企業が平均利潤を上
回る利潤をもたらすような価値を生み出してい
るということを意味しない。独占的な価格支配
それ自体が価値を生み出すわけではなく，この
場合の利潤の超過分は（もし価格支配がなけれ
ばその価値を取得していたはずの）他者（12）か
ら移転されてきたもの＝流通過程を通じて収奪
されたものなのである。

（補）現代巨大企業における資本家
　巨大独占資本のような現代の巨大企業のほと
んどは株式会社企業となっている。そこでは元
来の資本主義企業のように，自然人の個人資本
家が自己の出資に基づき経営の全権を握るので
はなく，「会社それ自体（13）」が資本家になって
いるという点，付言しておく。
　資本主義の初期においては，資本の人格的担
い手である資本家は個人・自然人であり，彼・
彼女が資本の所有に基づき企業を支配していた

（個人企業）。しかし 19 世紀後半以降，最低必
要資本量の厖大化に対応しつつ，ゴーイング・

コンサーンとしての資本の運動を継続する（資
本家の死亡や財産分割等に妨げられずに）のに
適合的な仕組みとして株式会社制度が普及し，
資本家は，資本を出資した株主の総体＝「会社
それ自体」となる（個々の株主ではなく株主総
体）。「会社それ自体」が法的に人格を与えられ
て，法人として株式会社企業，法人企業を支配
するようになるのである。
　ここでいう「会社」とは仲間・結社の意味で，
株式会社とは株式による出資を通じて企業運営
を行う仲間・結社。それによって運営される企
業は株式会社企業・法人企業となるのである

（会社法でも，株式会社の社員と言えばそれは
株主のことを指す）。それ故ここでの資本家は，
自然人ではなく法人である。そうなることで資
本は結合資本となり，資本としての機能を益々
純粋に（自然人である資本家の病気や死亡，財
産分割といった個人的事情に左右されずに）追
求できるようになるのである。
　ただし，日々の意思決定をすべて株主総会で
議決するわけにはいかないので，「会社それ自体」
が自身の支配権を経営者（社長や CEO 等）に
代行させて，資本の運動を全うする限り，日々
の権力行使は彼・彼女に委任することになる。
　実際には社長や CEO が大量に株式を所有し
ていたり，別の法人が株主となって，それらも
株主総体の一部となっていたりすることも多い
ので，権力関係はより入り組んで来る。また支
配的大株主が大量の議決権を行使して，事実上
株主総体の意思決定を牛耳ることで，あたかも

⑾　「収奪という概念は，競争の作用が全面的に支配していたとすれば他の社会の構成員に属していた価値部分
が，独占資本の手に移転せしめられることを意味するものである。」北原（1977）p. 140。

⑿　これは非独占中小企業の場合もあれば，消費者の場合もある。また収奪の経路，パターンにはさまざまなもの
があり，被収奪者は独占企業と直接取引するものとは限らない。北原（1977）pp. 130―146 参照。

⒀　北原勇（1984）参照。特に p. 92―114，231―246 では，「会社それ自体」の概念が詳述されている。あわせて北
原勇（2005）も参照されたい。
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個人資本家のように振る舞える場合もあるの
で，現実の権力行使のパターンはケースごとに
分析する必要がある。しかし元来の個人資本家
ではなく，「会社それ自体」が資本家となって
いるという基本的な構造変化は銘記せねばなら
ない（14）。
　それと同時に，資本家が個人から「会社それ
自体」に変わったとしても，自己増殖する価値
の運動体としての資本の本質が変わるわけでは
ないことを理解しておく必要がある。利潤→配
当の増大，株価の上昇という株主の期待を負っ
た結合資本は，より一層自己増殖する価値とし
ての性格を純化させて，資本間競争に促迫され
ながら，資本主義の法則にしたがった運動する
ようになるのである（15）。

第 4項　独占価格と設備投資
　独占価格は独占企業の価格支配力を基礎に成
立するが，この価格設定は独占企業の設備投資
行動とセットになっている。独占企業の投資行
動が価格支配力を支えているのである。この点
の理解がないと，独占価格設定は単なる生産価
格より高い価格への吊り上げと認識されかねな
いが，それは誤解である。
　部門外からの参入を阻止するためには先に見
た各種の参入障壁を確保しておく必要がある
が，それら障壁のうち，特に（A）要因および（C）
要因のうちの既存設備での「生産増」の要因に
ついては，それを確実なものとするために，十
分な生産能力を保持しておくことが肝要とな

る。部門内諸企業が現有の生産能力を活用した
場合に，そこに参入者が（「最小必要生産能力」
を満たす）生産設備 1 セットをもって参入する
と大幅な供給過剰となり，当該部門は価格の大
幅下落または稼働率低下（→利潤率の大幅下落）
を余儀なくされる―このような状況であれば
基本的に参入は阻止される（これに（B）要因
や（C）のその他諸要因が加われば，障壁はさ
らに補強される）。これはいわゆる「参入封鎖（16）」
の状況である。
　この状況を前提として，部門内既存企業は協
調して，費用曲線と需要曲線を付き合わせなが
ら長期的に最大限の利潤が得られる水準に価格
を決定するのである（独占価格）。その価格水
準は，通常，現有設備をフル稼働させて成立す
る水準ではなく，ある程度供給量を制限するこ
とで吊り上げられた価格水準となる。それ故，
設備の操業度は 100％ではなく，その独占価格
水準を実現する供給量に見合った，ある程度稼
働率を下げた操業度となる。そして参入が発生
するような場合には，その操業度を上げて，生
産・供給量を増大させて対抗する（（C）要因
のうちの既存設備での「生産増」）。
　このように独占価格（および生産量・操業度）
は，「参入封鎖」を前提として実現するのである。
逆に「参入封鎖」が確実でなくなれば，参入の
可能性が高まり独占価格支配は危うくなる。それ
故その場合には，部門内既存企業は参入障壁を
より強固なものにして，「参入封鎖」を確実にし
ようと努める。そして参入障壁を高める手段とし

⒁　ここでは「会社それ自体」が資本の所有に基づき，企業を支配しているのであり，「会社それ自体」は支配の
主体，企業が支配の客体である。それ故，マスコミ等でしばしば投げかけられる「会社は誰のものか」，「会社を
支配するのは誰か」といった問いについては，議論の前に概念の整理が必要である。「会社それ自体」が所有や
支配の客体なのではなく，その企業を支配する主体であることを，まずは踏まえておかねばならない。

⒂　北原勇（1984）第 3 章―3「株式会社の私的資本制的性格」を参照されたい。
⒃　Bain, J.S.（1968），p. 274 ／宮沢健一監訳（1970）上，p. 291。
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て最も基本的な措置は，設備投資なのである。
　参入を招く可能性の高い状況とは，参入者が
生産設備 1 セットをもって部門に参入しても

（それだけの供給増があったとしても），十分に
高価格で販売できて，高利潤が得られるという
状況である。既存企業が稼働率を上げて（生産
量を増大させて）対抗しても，十分に高い利潤
が得られる価格水準が成立してしまうのはなぜ
か。それは既存企業の現有生産能力が，当該市
場の需要に対して過少になっているからであ
る。だからこそ，そこに参入者が入り込む余地
ができる（参入者が取り込める需要がある）。
例えば部門の需要が大幅に増大し，それが定着
しているにも拘らず，既存企業が生産設備を増
強していなければ，こうした事態が生ずるだろ
う。
　そこでこうした事態が発生する前に，既存企
業はそれを予想して設備投資を行ない，生産能
力を拡大しておくのである（17）。そうして「参
入封鎖」の状況を確実にすることを前提に，独

占価格が設定される。つまり独占価格支配の背
後には，それを支える設備投資行動がある。独
占価格は単に価格を吊り上げるだけのものでは
なく，独占の投資行動論とセットにして初めて
理解しうるものなのである（18）。

第 2節　独占段階の資本蓄積と新たな矛盾

第 1項　慎重な投資行動と「停滞基調」
　前節でみたように独占企業は「参入封鎖」の
状況を作り，独占的価格支配力を維持すべく設
備投資をしていく。そしてこのことから，独占
企業の設備投資への態度は慎重なものとなりが
ちである（19）。分割不可能な巨大設備は，一方で
は部門内で先に投資しておくことで，参入を諦
めさせる要因になるが，他方で，もし「参入封鎖」
に必要である以上に過剰に投資してしまった
ら，今度は自分が過剰な生産能力を抱え込み苦
しむことになるからである（その状況で供給過
剰となることを避けようとすれば，稼働率を大

⒄　もし参入者の側が最新技術を先取りして，コスト面で大幅に優位性を持っている場合には，既存企業は「参入
封鎖」を確立できず，参入阻止を断念することもありうる。

⒅　潜在的参入企業の参入可能性と，参入障壁によりそれを阻止しつつ有利な価格設定を行なおうとする企業行動
を考察しようとした先駆的研究として，Bain, J.S.（1968）―初版は 1959 年刊行―や Sylos-Labini, P.（1962）
―原書 Oligopolio e progresso technico の初版は 1956 年刊行―の「参入阻止価格論」がある。だがこれらは，
部門内企業が価格を吊り上げられる程度は参入障壁の高さによって限定されるという想定の下，部門の参入障壁
の高さに見合った，参入を誘発しない最高の価格＝参入阻止最高価格の水準を論定することを中心とした研究で
あった。部門内企業が設備投資によって参入障壁そのものを強化して，「参入封鎖」の状況を作った上で有利な
価格水準を決定するという視点はなく，投資行動論との結合を欠いた価格論であったと言えよう。この点を批判
し，投資行動論との結合によってこそ独占価格論が成立することを明らかにしたのが，北原勇氏であった（北原

（1977）pp. 113―120 参照）。
 　尚，独占企業による参入阻止のための行動については，K. カウリングも下記のように同様の認識を示してい

る。「参入に対して独占者もしくは共謀的寡占グループがとる適切な反応は，さもなければ最適価格―これは
寡占のケースでは持続可能な共謀度と見合っている―となったはずの価格をいくらか引き下げることではな
く，むしろある程度の過剰能力の創出が一般的であろう」（Cowling, K.（1982）p. 21 ／安喜・元木訳（1988）p. 
29。ちなみに原書の当該箇所は K. カウリング自身によって訂正され，ここに引用した訳文が訂正後の内容となっ
ている）。

⒆　北原勇（1977）第 2 編参照。
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幅に引き下げざるを得なくなり，利潤率の低下
は避けられない）。それ故，追加設備による供給
増大をも飲み込んでしまうような，大幅かつ持
続的な需要拡大が例外的に生じた時には，各社
はここぞとばかりにこぞって設備投資に励むこ
ととなるが，通常は―旧設備の更新以外は
―設備投資の機会を大幅に減らすことになる。
　資本主義経済が一定期間景気拡大を持続させ
る時には，基本的には，再生産表式で「Ⅰ部門
の不均等的拡大」と表現されるようなメカニズ
ムで，社会的総資本の蓄積が進む（20）。生産手
段生産部門（Ⅰ部門）が供給拡大のために設備
投資をすると，その行為自体がまた鉄鋼，機械
体系，建設資材などの生産手段に対する巨大な
投資需要となり，その需要に対応すべくまた生
産手段部門が供給拡大のために設備投資をする
という，いわば「工場増設のための工場増設」
が進展するのである。「設備投資が設備投資を
呼ぶ」過程である（21）。この過程で雇用拡大や
賃金上昇が進めば，それは消費手段生産部門（Ⅱ
部門）への需要拡大→消費手段生産部門での生
産拡大を促すことになる。そしてそのことが消
費手段部門の設備投資を誘発すれば，それはま
た生産手段部門の設備投資を呼ぶことになり，
このプロセスがしばらく継続することになる

（余剰生産手段が売れ残り，設備投資の鈍化・
停止が連鎖的に他部門の設備投資の鈍化・停止
を呼ぶようになると，恐慌・不況が発生しこの

プロセスは終わる）。
　これは資本主義確立とともに始まった景気循
環のメカニズムを説明するものであるが，独占
段階以降の資本主義においても，景気の持続的
拡大期には基本的に「Ⅰ部門の不均等的拡大」
のメカニズムが作用している。そしてこのメカ
ニズムを駆動していくエンジンは，まさに設備
投資にある（22）。ところが独占企業の投資行動
は慎重になりがちなので，それだけこのメカニ
ズムは作動しにくくなるのである。それ故，資
本主義の独占段階における社会的総資本の蓄積
は，（大幅かつ持続的な市場拡大という例外的
状況が発生しない限り）「停滞を基調とする」
ことになるのである（23）。他方，仮に例外的な
市場拡大の下でひとたび「Ⅰ部門の不均等的拡
大」が始まれば，それは巨大な生産力を持つ巨
大設備が次々と投資されることで，競争段階以
上に激しいものとなる。そしてそのプロセスは
やがて販売されない膨大な余剰生産手段を生み
出し，激しい恐慌を呼び起こす。巨大な生産力
を有する多くの巨大設備の一大部分が過剰生産
能力となり（低稼働率），その後に深刻な停滞
が続くことになるのである。競争段階であれ
ば，恐慌時には劣弱資本が淘汰・吸収されるの
で過剰資本が整理され，そのことがまた新たな
資本蓄積を準備することになるのだが，独占段
階では事情が異なる。巨大独占企業は過剰生産
設備（過剰資本）を抱えながらもすぐには倒産

⒇　井村喜代子（1973）第 3 章参照。
21　ただし 2000 年代アメリカの再生産活動の活発化，景気好転は，「大幅な消費拡大」がもたらしたものであった。

とはいえ，これは資本主義経済においては「異例なこと」であった。井村喜代子（2016）p. 397。
22　こうした認識は，資本蓄積こそ独立変数であり雇用量や賃金水準は従属変数だとみるマルクス，資本主義発展

のエンジンを投資だとみるシュンペーターの議論と共通のものである。同様にケインジアンやポスト・ケインジ
アンの経済変動・経済成長論においても，投資を経済成長の基本的決定要因とする位置づけは一貫している。北
原（1997）は p. 27 において，レギュラシオン学派のフォーディズム論が「投資をずっと従属的な位置に」追いやっ
ていることを批判しつつ，上の点を指摘している。

23　北原勇（1977）第 3 編第 1 章参照。
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しないものが多い。それ故，過剰資本の整理も
進まず，停滞が長引くことになるのである（過
剰設備を抱えた独占資本は，多少需要が拡大し
たとしても，それには過剰設備の稼働率引き上
げで対応してしまうので，なかなか設備投資が
起こらない）。
　資本蓄積の「停滞基調」と間歇的に（多分に
偶然の要因によって）発生する急激な発展（その
後に続く深刻な停滞）―資本主義の独占段階
の資本蓄積は，10 年周期で恐慌を繰り返すよう
な景気循環とは異なり，このようなパターンで進
展することになる。そして，競争段階では循環性
恐慌として爆発してきた資本主義の矛盾は，独占
段階では「資本過剰と労働力過剰の併存」の慢
性化という形で発現することになるのである（24）。

第 2項　停滞を突破する諸要因
　資本蓄積の「停滞基調」の中にあって，巨大
独占企業をはじめとする諸資本は停滞を突破し
ていく方策を模索・追及することになる。そし
てその方策が実を結び，それが社会的総資本の
旺盛な蓄積，資本主義経済の急激・急速な発展
へとつながる場合もある。
　こうした発展を呼び起こす要因としては，主

に①新部門形成，②対外膨張，③画期的な新生
産方法導入の 3 つが挙げられる（25）。

①新部門形成
　従来なかった新部門が登場して，それが急成
長した場合，そこで設備投資が続出し「Ⅰ部門の
不均等的拡大」につながる可能性がある。例え
ば，従来はほとんど存在しなかった自動車産業
が急速に台頭し，社会全体のモータリゼーション
を引き起こしていった過程は，新産業が他の諸
産業の設備投資をも呼び起こしながら社会全体
の蓄積を促進していった典型的な事例と言えよう。

②対外膨張
　国内は設備投資を惹起するような状況にな
かったとしても，国外に高利潤を保証する有望
な販路や原料資源等がある場合，それらを目指
して資本が国外に展開し，そこから国内の設備
投資が誘発されることもある。そこで諸資本
は，商品輸出や資本輸出，あるいは経営能力の
輸出を，停滞打開の方法として模索・追及する
ことになる（26）。
　ただし，この対外膨張を独占資本主義各国の
資本が徹底して追及すれば，それはやがて資本

24　北原（1977）p. 379。
25　3 つの要因のうち最初の二つ―①新部門形成，②対外膨張―は，北原勇（1977）の中に明確に位置づけら

れていたが（第 3 編第 2 章，第 3 章），③画期的な新生産方法導入については，必ずしも明確には取り上げられ
ていなかった。だがこれは，論理的にはマルクス経済学の資本蓄積論の枠組から導出されうるものだし，北原氏
の独占理論にも位置付けられてしかるべきものである。しかも，20 世紀末からの情報化投資の群生を理解する
ためには，この要因の検討は不可欠である。こうした問題意識から本稿は，上の③を独占段階の急速な資本主義
発展を呼び起こしうるものとして，積極的に位置づけている。

26　これらに関して，かつてレーニンは，資本輸出国は停滞し，資本輸入国が発展するといった趣旨の命題を提示
していたが（レーニン（1956）p. 107），「この資本輸出が独占段階的資本過剰から必然化する資本輸出であるな
らば，国内に投下されればヨリ大きな生産力過剰をもたらして停滞を強める作用を持つはずの資本が国外に流出
するのであって，そのことによって停滞があらためて促進されるわけではない。また，資本輸出が商品輸出を促
進するという面を考えれば，むしろ資本輸出は輸出国の停滞を打破する方向で作用するとも考えられるのである」

（北原勇（1977）p. 308）。
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間・国家間の利害対立につながり，帝国主義戦
争をも引き起こしうる。第一次世界大戦も第二
次世界大戦も，その経済的根拠として，独占資
本主義各国による対外膨張があった。独占資本
主義が必然的に帝国主義戦争を引き起こすとま
では言えないが，その蓋然性 probability が高ま
るということは，理論的に確認すべきであろう。
　競争段階において循環性恐慌の形で爆発して
きた資本主義の矛盾が，独占段階では「停滞基
調」と間歇的な発展の後の大恐慌（それらの中
での資本と労働力の慢性的過剰）として発現す
るようになることはすでに述べたが，さらにそ
の上に独占段階では，戦争の形で矛盾が爆発す
る蓋然性までもが加わるのである。

③画期的な新生産方法導入
　独占段階では，新生産方法が発明されてもそ
の率先的導入がなかなか進まず，また率先的導
入が起こった後の追随的導入も，すぐには続き
にくい。仮にコスト削減を可能にする新生産方
法が開発されても，設備拡張投資の形でそれを
導入すれば生産能力・供給能力過剰となって利
潤率が下落するので，新生産方法は，基本的に
は旧式設備の廃棄に伴う更新投資として導入さ
れる。ただし旧式設備も巨大規模なので残存価
値が膨大であることが多く，その償却を十分に
終えるまではなかなか廃棄できない。結局，そ
の償却が進むまで待ってから更新投資がなされ
るので，新生産方法の率先的導入は遅れがちに
なるのである。
　さらに競争段階であれば，率先的導入の後に
は当該部門で価格が低下し始めるので，それに
対応すべく次々と追随的導入が続くのだが，独占
段階では独占価格が維持されているので他の独
占企業もすぐには追随しない。やはり旧式設備の

償却を十分に済ませてから，更新投資の形で新
生産方法を導入していく。それ故，新生産方法の
導入・普及を巡って設備投資が活発に行われる
というメカニズムが働きにくくなるのである（27）。
　しかしながら他方で，新生産方法が非常に画
期的で，コスト削減効果が絶大であるならば，
極めて巨額の特別剰余価値・利潤が取得でき，
大きな残存価値を持つ旧式設備を廃棄しても余
りあるということになりうる。その場合には，
まだ使える旧設備も次々と廃棄され，新生産設
備の投資が続くことになるだろう。するとその
一連の設備投資が巨大な投資需要を生み出し，
つぎの設備投資を呼びおこす。「設備投資が設
備投資を呼ぶ」，「Ⅰ部門の不均等的拡大」のメ
カニズムを作動させることになるわけである。

　以上の 3 つが，独占段階の「停滞基調」を突
破しうる主要な要因である。そしてこのうちの
①新部門形成と③画期的な新生産方法導入を実
現するためには，技術開発が極めて重要な要因
となる。それ故，多くの独占企業は自ら巨大な
研究開発部門をもち，研究者を内部に配置す
る。研究開発組織というものが，大学などの研
究機関だけでなく多くの企業の中に配置される
ようになった背景には，こうした事情があった
のである。独占段階の企業にとって，研究・技
術開発は，競争段階とは比較にならぬほど重大
な意味を持つものとなるのである。
　そしてこの研究・技術開発のあり方は，②対
外膨張―そこでの利害対立の極限としての戦
争によって大きく影響されることになる。産業
技術の開発が軍事技術開発と密接な関係を持
つ，あるいは産業技術が軍事技術と不可分にな
るのである。
　例えば，銃器の大量生産と故障した銃器の効

27　北原勇（1977）pp. 234―242 参照。
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率的な部品交換を可能とする互換性製造法（ヤ
スリがけや仕上げ直しなどの調整をせずに完成
品を組み立てられるように，各部品を精密に定
められた寸法で加工する製造法）は，特に 19
世紀後半以降，南北戦争を契機として急速に発
展したが，この軍事技術はほどなくフォード・
システムを支える重要な要素として非軍事の産
業（自動車をはじめ各種の機械を大量生産する
機械工業）に広範に普及した。そしてそこで鍛
えられたフォード・システムの生産ラインが，
後には軍用車や戦車，戦艦を作る製造現場へと
応用されていったのである。
　非軍事の産業技術と軍事技術とのこうした関
係は，馬具，火薬，航海術などにおいて古くか
ら見られたものではあるが，資本主義の独占段
階における「停滞基調」は，停滞を打破しよう
とする資本の運動を通じて，その関係をより密
接なものとしていく。そしてこの関係は，独占
段階がさらに高度に進展し，国家が経済過程に
大規模かつ恒常的に介入する国家独占資本主義

（国独資）の段階―独占段階の中の一小段階
で，経済の基本構造は独占資本主義―になる
と，より一層強固なものとなる。
　ただし，仮にこうした技術開発を契機として

「Ⅰ部門の不均等的拡大」が惹起され，社会的
総資本の旺盛な蓄積が進んだとしても，それは
それで急速な景気拡大の後に激しい恐慌を呼び
起こし，その後にまた深刻な停滞をもたらすこ
とになるのである（28）。

第 3節　 矛盾の発現の抑制・緩和策＝国
独資政策

第 1項　国独資政策の登場
　独占段階の抱える矛盾の爆発は，深刻な恐
慌・不況，大量失業，貧困の累積をもたらすた
め，国内情勢は不安定化し，やがて体制そのも
のへの反発も広まり，反体制勢力も広範に台頭
することになる。この体制危機を体制転換・変
革に至らしめぬように，資本主義国家は大規模
かつ恒常的に経済過程に介入するようになる。
国独資政策によって矛盾の発現を抑制・緩和す
る国家独占資本主義の段階である（29）。
　この段階は独占段階にとって代わるものでは
なく，経済過程の基本構造は独占資本主義であ
る。その独占資本主義の矛盾の発現を抑制・緩
和すべく，国家が大規模かつ恒常的に経済過程
に介入するというもので，独占段階の一小段階
として位置づけられるものである。
　国家独占資本主義は，第 1 次世界大戦時の先
進資本主義諸国に戦時統制経済の形で萌芽的に
現れ，その後 1930 年代に大不況対策としての
経済政策を通じて，その内容を大幅に拡充する。
そして第 2 次世界大戦後には，多くの先進資本
主義国が国独資政策を前面に押し出し，国家独
占資本主義としての内実を成熟させていく。

第 2項　「冷戦下・国家独占資本主義」
　国独資政策は主に，経済成長をコントロール
し，高雇用を維持しながら福祉国家的政策を実
施するという方法で追及された。財政・金融政

28　独占段階の資本蓄積については，北原勇・鶴田満彦・本間要一郎編（2001）第Ⅲ章も参照されたい。
29　北原勇（1977）第 3 編補章参照。
30　また成長がとん挫して不況に突入しても，しばしば公的資金を投入して巨大な産業独占，金融独占等の倒産を

防ごうとする。このことは，不況の厳しさを一定程度緩和するようにも機能しうるが，他方で，ただでさえ容易に
は淘汰・吸収されない独占の過剰資本をいつまでも温存させることで，不況を一層長期化させる要因ともなる。
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策等により成長をコントロールし，安定した成
長を実現することで高雇用を維持する（30）。そ
してその成長による税収を前提として，労働・
福祉政策や産業政策を展開する。その過程で
は，一定の独占規制を行いながら中小企業政
策・地域政策も行うのだが，他方で産業技術開
発支援やインフラ整備などを通じて，独占を強
力にバックアップもしていくのである。
　特に第 2 次世界大戦後の国独資政策は，冷戦
を背景として，台頭してきた「ソ連型社会主義
体制」とそれが掲げる理念（ソ連・東欧諸国の
現実はこの理念とはほど遠いものであったが）
に対抗する中で，急速に展開してきた。それら
は雇用・労働条件・福祉等を改善するといった
内容を持ち，まさに冷戦という歴史的条件が
あったからこそ成立しえたものであった。言い
換えれば，冷戦がなければあり得なかったほど
に成熟した政策であった。その意味で，ここに
登場し展開した国家独占資本主義は，「冷戦下・
国家独占資本主義」（31）と表現されうるような性
格のものであったとも言えよう。

第 3項　 国独資政策の下での産業技術と軍事
技術

　独占段階における技術開発の特徴として見ら
れた産業技術と軍事技術との密接な関係は，国
独資政策の中でより一層強固なものとなっていく。
　第 1 次世界大戦では航空技術が爆撃機製造技
術に応用されるとともに，その技術は戦後の民
間機開発へとつながっていった。またチリ硝石
の入手経路を絶たれたドイツが爆薬製造のため
にアンモニア合成法を利用し，発展させたこと
が，戦後の農業用肥料製造を発展させることに
もなる。自動車工業などで機械製品の大量生産
のために利用されていたフォード・システム

が，軍用車や戦艦等の製造に利用されるという
先に述べた事態の展開は，第 1 次世界大戦が重
要な契機となっている。
　第 2 次世界大戦では，鉄鋼業，建設業，自動
車・航空機・船舶等の輸送用機械をはじめとす
る各種機械工業，石油精製工業，化学工業等が
ことごとく軍需生産に動員され，基地建設や兵
器（軍用車，戦車，戦艦，戦闘機，爆弾，大
砲，機関銃等やそれらの部品）製造，兵器用の
燃料生産などを担うこととなった。民生用の産
業技術が次々と軍需生産へと動員されていった
のである。
　それと共に軍事戦略・軍需生産の中で開発さ
れた先端軍事技術が，戦後に民生の産業へと応
用されてもいく。弾道計算や原爆製造に伴う複
雑な計算用に，あるいは暗号（解読）技術とし
て開発が進められたコンピュータ，戦闘機・爆
撃機製造と共に開発が進んだジェット・エンジ
ン，レーダー用のミリ波，マイクロ波などの技
術，さらには原爆開発から連なる核関連技術
が，戦後の電信・電話・通信産業，電機産業，
自動車産業，航空機産業，電力業等へと応用さ
れていく。
　戦後とはいえ，冷戦対抗が常に意識され，そ
れを背景とする戦争・紛争が世界各地で繰り返
される中，第 2 次世界大戦後も兵器開発の速度
は緩むことなく，むしろ加速度的に進展して
いった。特にアメリカは，対抗するソ連と競っ
て，膨大な国防予算を投じながら最先端の軍事
技術を開発していった。それら軍事技術の中か
ら国防上の秘匿を解かれた技術が民間にスピン
オフすると，それはまた民生の産業技術として
も利用されていくのである。
　例えば 1950 年代末に J・キルビーや R・ノ
イスらによって開発された集積回路（IC）は，

31　北原勇・伊藤誠・山田鋭夫（1997）pp. 30―38 参照。



56 第 26 巻　第 4 号

ミサイル開発競争の中でその開発・生産が刺
激・促進されて行ったが，それはその後に IC
を利用した家電製品や工作機械，ロボットなど
の開発・生産を促すことにもなる。
　NC（数値制御）工作機械も，1952 年に軍用
ヘリコプターの回転翼切削用に米空軍とMIT が
開発した NCフライス盤がその嚆矢であり，軍
事技術として開発されたものである。だがその
後，各種 NC 工作機械は（上に見た ICを搭載し
ながら）非軍事の様々な生産工程でも利用され，
機械加工の主力を担う労働手段となっていった。
　また，ネットビジネス台頭の技術的基礎であ
るインターネットは，1969 年にアメリカ国防
総省が主導して開設した ARPANET がその元
祖となっている。核戦争をも想定しながら通信
回線を確保するために，アメーバ状のコン
ピュータ・ネットワークが軍用ネットワークと
して選択されたのである。その ARPANET
が，冷戦解体後の 1990 年代半ばには，インター
ネットとして民間のビジネスに全面的に開放さ
れた（それ以前から，研究機関などには部分的
に開放されつつあったが）。こうして軍事発の
ネットワークが，（軍事発というリスキーな性
格を残しつつも）今日の情報化社会の技術的基
礎となっていったのである。
　これらを背景に台頭することになった情報産
業は，第 2 節第 2 項で見た「新部門形成」のケー
スとなって，旺盛な設備投資を展開していっ
た。さらにそこで生み出された情報技術は，他
産業の生産設備の情報化を促し，旧式の情報化
されていない生産設備を次々と廃棄に追い込み

ながら，（情報化された）新生産方法・新生産
設備を投資させていくことにもなった。その意
味で情報産業の台頭は，「画期的な新生産方法
導入」を契機として「Ⅰ部門の不均等的拡大」
を惹起していったケースとしても位置付けられ
る。このように情報産業の登場とそれに伴う情
報化投資の群生は，二つの側面から急速な資本
蓄積を推進した極めて画期的な事態であった。
そしてその背後には，軍事技術との密接な関係
があったのである。
　こうして国家は科学研究の過程にも技術開発
の過程にも積極的に関与し，経済過程への大規
模かつ恒常的介入を遂行していくのである。膨
大な予算と集団的なプロジェクト研究を組織
し，自然法則の体系的な認識（＝科学）の高度
化を推進するとともに，その認識を軍事的目的
にも産業的目的にも意識的に適用することを率
先して推進するのである（32）。

第 4項　グローバルな独占
　独占資本主義の支配的資本＝独占資本は，20
世紀終盤からその活動を急速にグローバル化さ
せ，グローバルな独占として台頭するようにな
る（33）。独占のグローバル化は，軍事と密接に
関わりながら展開してきた情報技術を技術的基
礎としながら，アメリカ主導のグローバルな金
融自由化と冷戦解体という歴史的条件の下で進
んできた。デジタル・ネットワークを通じて情
報が瞬時に世界中を駆け巡るという技術的基礎
が確立した上で，航空・運輸技術の発展とも関
りながら，デジタル情報のみならず，資本も商

32　こうした国家の行動が，必ずしも思惑通りに技術進歩や産業発展を促すことにはならないという点も，注意が
必要である。軍事に目的を据えた研究が，研究の自由な発想を阻むことで技術進歩の全面開花を妨げる場合もあ
るし，国家に買い取られることを前提とした軍事技術開発が浸透すると，企業に高コスト体質が根付き，非軍事
の民生産業の発展にはマイナスになる場合もある。渋井（2017）p. 106―114 参照。

33　渋井康弘（2005）pp, 59―61，渋井康弘（2007）pp. 47―53 参照。
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品も労働力も高速に安価に国家間を移動できる
ようになった。その基礎上で，まずは実体経済
での停滞を金融で取り戻そうとするアメリカが
各種デリバティブ等を開発し，新自由主義思想
を背景に世界を金融自由化へと牽引していっ
た。1971 年の金ドル交換停止とそれに続く変
動相場への移行は，為替・金利・証券価格など
が目まぐるしく変動する世界を招来し，その変
動を巧みに利用して利益を稼ぐ様々な金融商品
がいち早くアメリカで開発されていった。それ
ら金融商品の開発と取引のノウハウに長けたア
メリカ金融業・投資家が，世界の金融市場で活
動しうるように，いわばその地ならしとして金
融自由化が要求→実現されていったのである。
この基礎上で金融取引による利殖を目指す資金
移動が膨大化する一方，為替リスクの回避，低
賃金労働力の利用，現地市場への近接等を目的
とする現地生産も増大し，資本，商品（完成品
だけでなく部品・半製品も），労働力の国境を
越えた大移動が日常化していった。そしてこれ
らの動きの技術的基礎には，為替，証券等のコ
ンピュータによるディーリングを可能にした

ネットワークやソフトウェアの開発（情報技術
の発展）があった。
　こうした事態の進展の上に冷戦が解体する
と，資本，商品，労働力の移動は旧ソ連・東欧
諸国にもおよび，独占資本の行動もまさにグ
ローバルに展開するようになった（情報技術の
発展による西側情報のソ連・東欧への流入が，
その体制転換を促進したことも見逃せない）。
　こうしていわゆるグローバリゼーションが進
展し（34），諸資本の国境を越えた活発な移動・
拡大の下，20 世紀末～ 21 世紀初頭は世界大の
競争・「メガコンペティション」の時代などと
も言われるようになった。特に情報技術の発展
は，新技術の開発・普及を促進して競争的な新
部門の形成・成長を促したり，独占部門の価格
協調を崩壊させたりするなどして（価格競争も
含んだ）競争を全面化させる場面を随所に作り
だした。この中で世界市場における競争に打ち
勝つために，諸資本は情報技術を利用しながら
活発な M&A を展開し，それはまた対抗的な
M&A も呼びながら諸資本間の対立を激化させ
た。「メガコンペティション」という用語も，

34　グローバリゼーションの下での格差の拡大を背景にした反グローバリズムの潮流や，ロシア，中国と，アメリ
カ，EU との対抗関係などに見られるように，グローバリゼーションは一直線に進んできたわけではない。度々
揺り戻しにあいながら，今後もジグザグの道を辿るであろう。だが，20 世紀末から 21 世紀にかけて進展したグ
ローバリゼーションの流れが完全に逆流するとは考えにくく，長期的には，国家間移動のハードルを低くする動
きが基本的な傾向となっていくだろう。

35　1990 年代以降の経済停滞の中で，グローバルな「メガコンペティション」に直面せざるを得なくなった日本
産業界は，国家による科学技術政策の推進を強く要望し，大学における研究のあり方にまでも国家介入の道を切
り開いた。1995 年 3 月 28 日に経団連が「わが国の変革への第一歩」として「科学技術基本法の早期制定を要望」
した（経済団体連合会（1995））ことを背景に，同年，「科学技術基本法」が制定された（2021 年に「科学技術・
イノベーション基本法」に改定）。経済のグローバル化に伴うメカコンペティションの時代において，新産業を
創出すべく，研究・開発過程への国家による大規模かつ恒常的介入を積極的に呼び込んだのである。

 　これらと連動して，大学の法人化や，成果主義，トップダウンでの迅速な意思決定などをうたいながらの国家
による大学への介入が進み，その流れは 2026 年 10 月に実施予定の日本学術会議法人化（外部の科学者からなる

「選定助言委員会」が会員選考について意見を述べるという。「軍事研究は行わない」とする学術会議の姿勢が嫌
われたと考えられる）へと連なっていく。国独資政策は学問の世界へも浸透し，大規模な国家介入が常態化する
ようになっているのである。
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このような状況の中で作られたのである（35）。
　だが，競争はやがて独占をもたらす。グロー
バルな資本間競争はグローバルな資本の集積・
集中をもたらし，やがてグローバルな独占を発
生させることになる。国境を越えた大競争は，
世界規模での競争に勝ち残る巨大かつ強力な資
本と，そこから淘汰される資本を生み出すこと
になる。こうした競争戦の中で，国境を越えた
諸資本間の連携，提携，M&A が繰り返され，
グローバルな合従連衡が繰り広げられながら，
グローバルな資本の集積・集中が進展してい
く。そしてグローバルな資本の集積・集中の高
度な展開は，やがてグローバルな独占を生み出
すのである（36）。これは初めから世界市場を前
提にロジスティクス，投資計画，価格政策を考
えて，事業展開する独占資本である。
　独占資本は一面では，成立当初から世界市場
を視野に入れていた（それどころか資本主義の
成立当初から，資本は海外市場を視野に入れて
いた）。独占資本は「停滞基調」を突破すべく

資本輸出・商品輸出等の対外膨張を行うのだか
ら，元来，世界の市場を視野に入れて行動して
きたと言えるだろう。
　しかしながら，従来の独占資本が協調して独
占価格を設定する際に念頭においていたもの
は，まずは国内市場の需要（曲線）であり，そ
れと自らの費用曲線とを突き合わせて長期的利
潤を最大化する価格を設定していた。独占資本
の投資行動も，そうして設定された価格水準の
維持を前提になされていたのである。対外膨張
の結果が価格設定や投資行動をある程度逆規定
することはあるが，それでも独占資本は世界市
場を全て同様に視野に入れて，その行動を決定
していたわけではない。国境というものはやは
り大きな意味を持っていた（資本も商品も労働
力も，国家間移動のハードルの高さは国内移動
とは比べ物にならなかった）。それ故，独占資
本の価格設定・投資行動なども，まずはその原
理を，国内市場を前提に理論化できたのである。
　だがグローバリゼーションの下で国境の壁は

36　情報技術によって促進された新技術の開発・普及とグローバリゼーションの下で台頭することとなったグロー
バルな独占においては，特許や知的所有権の取得，技術のデファクト・スタンダード確立による消費者選好の確
保といったものの「参入障壁」としての役割（本稿では「参入障壁」の（B）および（C）要因として位置づけ
ている）が，従来以上に大きな意味を持つことになる。特に情報ネットワークのプラットフォームを制すること
で，より多くの顧客がそのプラットフォームにつながろうとする場合には，そのこと自体が顧客にとっての便益

（使用価値）をより一層向上させることになる（プラットフォームを提供する側がより多くの費用をかけなくと
も）。「需要の規模の経済」とも言うべきもの（一般にはネットワーク効果と呼ばれることが多い）が強く作用す
るわけで，それによりプラットフォーマーはより一層優位性を持つことになる（cf.Cusumano, M.A. et al.（2019）
Chapter2 ／青島監訳（2020）第 2 章）。

 　情報システムやソフトウェアの開発・利用―それに関わる特許・知的所有権，デファクト・スタンダードの
確保等は，独占力の獲得・維持において極めて重要な要因となるのである。

 　またそれとは別に，今日，AI 開発などを軸とするいわゆるテック企業が台頭する諸部門においては，参入障
壁の基本要因である最低必要資本量が著しく厖大化しているという点にも注意が必要である。巨大化したデータ
センターなどへの設備投資資金を調達することは，大企業であっても相当困難となっている（近年，AI 需要急
増を見据えたデータセンター投資などが活発化し，世界のテック企業主要 1300 社の有利子負債は約 1 兆 3500 億
ドルと 10 年前の 4 倍に膨らんだ。『日本経済新聞』2025 年 10 月 25 日）。そうした資金は，主に情報技術を利用
して突出してきた証券・金融部門から調達される。また巨大テック企業どうしの M&A が，経営戦略の極めて重
要な柱の一つとなっている。
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大幅に下がり，国内市場と国外市場との区別は
急速に薄れていった。そして国境にこだわら
ず，最初から世界市場を前提として戦略，計画
を立て，世界各地に生産・サービス拠点，流通
網を持ち，グローバルな活動をする資本が台頭
することとなったのである。それら資本の中に
は，鉄鋼・石油・自動車といった旧来型の独占
が，世界市場を前提としたグローバルなものに
なるというパターンがある一方で，ネットビジ
ネスを基礎とする GAFAM のような新しいタ
イプのグローバル独占が台頭するパターンもあ
る（37）（かつて中小資本であったものも，情報化
の波に乗って台頭しうる。この場合，情報ネッ
トワークは，金融部門を急拡大させて，そこか
らネットビジネス等への資金供給を促すという
点でも，グローバル独占を生み出す技術的基礎
となっている）。
　こうして我々は，19 世紀末から 20 世紀初め
に見られた資本の集積・集中の高度な展開→独
占の形成という歴史的現実のグローバルな再現
―グローバルな資本の集積・集中→グローバ
ルな独占の形成―を目の当たりにすることと

なったのである。

第 5項　世界大の国独資政策
　グローバルな独占が台頭し，それが独占資本
主義を主導するようになると，国独資政策も国
境を越えて，国内外を巻き込んだ形で展開せざ
るを得ないものが出て来る。独占のグローバル
な展開により，独占段階の矛盾は国境を越えた
規模で生じる可能性を持つようになる。そして
その矛盾の発現を抑制・緩和するための方策
は，やはり国境を越えてグローバルに実施せざ
るを得ない。同時に国家は，独占がグローバル
に展開することを下支えし，あるいはバック
アップしていくが，その場合も国外の政治・経
済過程に大きく関与するような政策を策定せざ
るを得ないだろう。
　例えば，グローバル市場に広がる巨大独占企
業の独占禁止法による規制，国境を越えて広が
る環境破壊的行動への規制，世界中の個人情報
を集中しようとするプラットフォームビジネス
への規制（38）など，いずれも世界大の政策とし
て展開せざるを得ない。同時に各国政府は，そ

37　冷戦解体後にアメリカの先端軍事技術由来の情報ネットワーク技術が―最先端部分は秘匿されつつも―国
防総省・DARPA などからアメリカ企業にいち早くスピンオフされたことで，それらがプラットフォーム，基盤
的技術を制覇して，それを梃子にグローバルな独占を形成していった（それら独占の下でより一層発展した技術
は，また国防総省が利用する）。GAFAM 等の台頭には，こうした米国の軍民統合の戦略が大きく関わっている。
この点については，井上弘基（2018）も参照されたい。

 　米国の軍民統合の先例は，いまや中国がそれと類似の路線を急速に追究し，軍事技術開発と情報産業のプラッ
トフォーム，基盤的技術支配を推し進めている。アリババ集団，バイトダンス，テンセントといった IT 産業の
巨人の台頭は，資金や人材を先端技術分野に注力し，優秀な技術・技術者を育てていくという中国の国家戦略抜
きには理解できない。

38　「監視資本主義」（The Surveillance Capitalism）という語の生みの親である S・ズボフは，Google，Facebook
等の利用者の個人情報が，それら企業の情報資産となって利用されていることを批判的に分析し，情報収集の構
造解明に努めた（Zuboff, S.（2019）／野中訳（2021）参照）。こうした批判の影響もあり，バイデン政権は 2021
年の就任直後から GAFAM 等の規制に本腰を入れ始めていたが，そこでの規制の趣旨は，民主主義の確保のた
めの民主的規制というよりも，多分に競争政策による技術革新へのテコ入れとしての意味合いを持つものであっ
た（夏目編著（2022），p. 17―18 参照。ただし同書は，筆者以上に民主的規制としての側面を重視している）。民
主的規制の意味合いが，トランプ政権のもとで強まることもないだろう。
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れらが取得した情報を利用しようとするし，そ
れら独占の資金調達を支援すべく世界的な金融
革新・金融自由化を進める。環境問題において
も，EV 車のグローバルな展開などを梃子にし
て情報技術開発を推進するという形で，国境を
越えた国独資政策を進めてきたと言える。国独
資政策のグローバル展開，いわば「世界大の国
家独占資本主義」政策である。
　「世界大の国家独占資本主義」という概念は，
諸矛盾が国家の枠組みを超えて，連動し合いな
がら世界大に広がりつつある事態を前にして，
先進資本主義諸国の国独資政策も重層的に重な
り合って世界大に展開せざるを得ないとの意味
あいで，北原勇氏が四半世紀以上前に打ち出し
たものである（39）。長期停滞や国際的投機によ
る不安定性を克服するための安定的世界秩序構
築の試み，地域間・民族間・宗教間紛争への協
力的軍事介入（と軍事費負担），情報技術を核
とする新部門形成の促進，非資本主義地域の資
本主義化を中心とする（軍事介入・武器輸出と
も結びつく）対外膨張，さらには国境とは無関
係に広がる地球環境問題への対応などが，国家
の枠を超えた国独資政策として追求され，国家
独占資本主義が再編されるだろうとの見通しが

そこにはあった（40）。その見通しは独占のグロー
バル化によって，随所に具体的な姿を見せるよ
うになったと言えよう。
　ただしこれは，世界中の国独資が一つになっ
て，世界政府ができるといった意味ではない。
ここでの本質は，独占資本主義という経済的土
台に根差して，その矛盾の発現を抑制・緩和し
ようとする国家独占資本主義政策である。独占
資本主義諸国が，その体制維持を前提に，国家
間対立を内包しつつ，国独資政策をグローバル
に展開する志向を持つようになったのである。
一方では国境を超えて協力しつつ，他方では時
に国家間の全面対決をも辞さないという，いわ
ば片手で握手しながらもう一方の手で横っ面を
はたくような，計算・打算と思惑に満ちた対立
と協調である（41）。
　冷戦解体によって当面の体制危機が後退した
ため，各国は雇用・労働条件・福祉の改善より
も企業行動のフリーハンドを重視するような新自
由主義的政策を推進してきた。その結果，貧富
の格差は世界的に急拡大してきたが，それへの
批判勢力は事態を変えるような現実的な力となっ
てこなかった（背景には労働運動の退潮，台頭
しようとする市民運動への国家介入等，分析す

39　一井昭氏は，北原氏が「遅くとも 1995 年には」世界大の国家独占資本主義について問題提起していたとして，
1995 年の経済理論学会全国大会における北原氏の発言を引用している（一井・渡辺編著（2009）pp. 64―65）。一
井氏は，「国家独占資本主義の概念については，従来から多くの見解が一国内の資本主義の構造解明に適用され
てきた」が，「1970 年代中庸を画期とする『現代資本主義の変質』」を含め，「世界的連関を持つ現代資本主義の
構造を理解するためには国家独占資本主義概念はますます威力を発揮すべきものと考える。一方では IT 技術革
新や金融活動を拡散しつつ，他方では社会保障縮小や格差拡大を世界的に推進しつつ，自国独占資本の利潤を最
大限保証しようとする国家の経済構造へのビルトインが恒常化しているというのが最も大きな理由である」と述
べ，北原氏の「世界大の国独資」論を検討に値するものと紹介している（一井・渡辺編著（2009）pp. 59―60）。

40　北原勇・伊藤誠・山田鋭夫（1997）pp. 30―38 参照。
41　「まさに〈世界大の国家独占資本主義〉（「冷戦」下ではじまっていた国家の変質の一層の進展，重層的国家編成，

EU が一つのモデル）ともいうべきものの構築が，それがいかに困難であろうとも模索されていく時代になった
といってもよい。もちろんそれは，諸国間の利益対立，民族主義や地域主義との葛藤のもとでの果てしなき模索
とみなければならない。」北原勇・伊藤誠・山田鋭夫（1997）p. 38。
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べき要因が多々あるが，ここでは省略する）。
　しかしながらその中で，グローバルな独占が
世界大に行動することで発生・拡大していく諸
矛盾に対しては，各国とも（一面ではグローバ
ル独占の行動を支えつつ（42））連携して対応策
を模索せざるを得なくなっているのである。そ
れは体制間対立を軸に国独資諸国が連合する

（敵の敵は味方という論理で）という冷戦下で
の行動とは異なる，独占のグローバル化とそこ
で生ずる矛盾を前提とした，国独資政策のグ
ローバルな連携である。
　国独資政策のグローバル化の道をこのように
理解すれば，米国の政権交代により繰り返され
る振れ幅の大きな政策転換も，それに翻弄され
る欧州諸国の反応も，世界大の国独資への模索
の一端と見ることができるだろう。EU の EV
化戦略なども，EU を中心とする国独資グルー
プによる世界大の日本自動車産業攻略策＝国独
資政策のグローバルな連携としての性格が強
かった（中国の EV 車の台頭と，世界市場のハ
イブリッド車への揺り戻しという事態を前にし
て，EU の思惑通りに事は進んでいないが（43））。
　計算・打算と思惑が入り乱れるなかで，国独
資政策のグローバル化はジグザグの道をたどり
ながら模索されていくであろうが，それは先進
資本主義諸国相互の関係が断絶することでしば

し逆流することもありうるし，先進資本主義国
どうしの思惑のみで世界をコントロールしよう
とすることに不信を募らせた諸国・諸地域（例
えばグローバルサウス（44）のような）からの異
議申し立てに直面することもあるだろう。
　だが他方で，世界大に広がりつつある諸矛盾
を国独資政策のグローバル化によって抑制・緩
和することができなければ，それが世界大の戦
争のような形で発現する危険性も十分にある。
そうした矛盾を孕みながら国独資が繰り返しそ
の政策をグローバルに展開しようとする―そ
のような状況を指す概念として，「世界大の国家
独占資本主義」は理解されるべきであろう。

おわりに―「Ⅰ部門の不均等的拡大」
は矛盾の累積過程―

　本稿では，北原独占論における設備投資の位
置づけを概観した上で，（a）「Ⅰ部門の不均等
的拡大」の形での旺盛な資本蓄積が生じにくく
なっていること，（b）それ故に「停滞」が基
調となり，そこから独占段階の矛盾が爆発する
ことを抑えるべく国家が経済過程に大規模かつ
恒常的に介入する国独資が成立すること，（c）
それは冷戦下にはソ連・東欧との対抗を意識し
て，元来の資本主義ではありえないほどに成熟

42　グローバル独占の一つであるインテルは，AI 用半導体分野での出遅れなどにより，近年不調をきたすように
なった。このインテルに対し，トランプ大統領は不満の様子を見せつつも出資を表明した（2025 年 8 月 22 日）。
この政府出資の背景には，台湾当局主導で設立し，今も世界最大手のファウンドリーである TSMC（筆頭株主は
政府系ファンド）の成功モデルがあると思われる。『朝日新聞』2025 年 9 月 17 日，9 月 18 日など参照。

43　尚，2025 年 12 月 16 日，欧州連合（EU）欧州委員会は「エンジン車の新車販売を 2035 年から原則禁止する政
策を撤回する方針を発表した。走行中の二酸化炭素（CO2）排出量を新車全体で 21 年と比べて平均 90％削減す
るように各自動車メーカーに要求。達成を条件に 35 年度以降もハイブリッド車（HV）を含めエンジンを搭載す
る車の販売を認める」という（『中日新聞』2025 年 12 月 17 日夕刊）。

44　ロシアのウクライナ侵攻後に米欧日がロシアに科した制裁は，グローバルサウス諸国の多くがロシアとの貿易を飛
躍的に拡大させる中で，その実効性を大幅に低下させることとなった。グローバルサウスがいかに行動するかによっ
て，世界経済の行方が大きく左右されうるということを認識しないと，今後の世界を読み解くことはできないだろう。



62 第 26 巻　第 4 号

したが，冷戦解体後はグローバルな独占の台頭
に伴って，国独資政策も国境を越えて展開しよ
うとする志向を強く持つようになったこと―
以上を論じてきた。
　最後に，こうした論理展開の起点となってい
る「Ⅰ部門の不均等的拡大」について付言して
おく。これが生じにくくなるから資本蓄積が停
滞しがちになり，景気が後退しがちになるわけ
だが，とはいえここから「『Ⅰ部門の不均等的拡
大』が起こりさえすれば良い。設備投資が設備
投資を呼べば問題は解決する」と考えるとすれ
ば，そこには大きな誤解があるので注意されたい。
　「設備投資が設備投資を呼ばないと停滞する」
というのは，あくまでも資本主義が力強く発展
する局面というのは，基本的にそのような形で
しかありえないということを意味するにすぎな
い。労働者の消費を（価値構成の v 部分に）
制限する一方で，生産は絶えず市場制限を超え
て拡大しようとする傾向を持つ―この資本主
義の内在矛盾（「生産と消費の矛盾」）を抱え込
みながら総資本の蓄積を進めようとすれば，基
本的には設備投資に主導させざるを得ない。再
生産表式におけるⅠ（c＋mc）の内部転態部分
の拡大が軸となって社会的総資本の蓄積が進展
するという形でしか，確実な成長は見込まれな
いのである。しかも「Ⅰ部門の不均等的拡大」
の過程は，「生産と消費の矛盾」が内在的に累
積していく過程で，その累積が限界に達して矛
盾が爆発するのが恐慌である。ここでは大量の
失業者が発生して，働く意思も能力もある労働
者が大量に働く場を失う。そして同時に，厖大
な生産物や生産能力が過剰となり，大量に廃棄
されることになる。資本制生産様式における生
産力発展と資本蓄積の相互促進過程は，このよ
うに労働力，生産物，生産能力の過剰を生み出
し，度々それを廃棄しながら（ムダを作り出し
ながら）進展するのである。
　しかしながら，社会成員がより豊かに生きて

いくための道は，それだけに限らない。世界が
持っている現有設備でも，そこで生み出された
財の配分の仕方を変えるだけで，飢餓や貧困の
問題は劇的に改善されうる。もし資本規模・生
産規模を拡大し続けなかったとしても，現状の
問題の多くは改善されるはずである。さらにそ
こに AI やロボットなどが活用されて技術革新
投資が展開するならば，生産力の上昇によっ
て，技術的には

4 4 4 4 4

世界の 80 億の人間がより容易
に必要物資を入手することが可能になる。
　AI やロボットが大量導入されれば大量失業
が生まれるという危惧がしばしば表明されるが

（そして現状では，それが現実化する可能性も高
いが），それは利潤の最大化を目的とする事業体
しか頭にないから，そういうことになる。生産
力の上昇は，それ自体としては，より少ない労
働でより多くの財を生産できるようになったと
いうことを意味するだけである。それをより少
ない就業者による生産（大量失業を伴いながら）
として現実化するのか，あるいは社会成員一人
当たりの労働を軽減しての生産として現実化す
るのかは，社会的な選択の問題である（技術的
にはどちらも可能である）。
　生産力発展の成果を，社会成員一人一人の労
働軽減，生産・消費の拡充につなげていくこと
は，技術的には十分可能である（SDGs の標語
である「誰一人置き去りにしない」世界を実現
することも，その技術的可能性を社会的に選択
することで可能となる）。ここでいう生産・消
費は，物財の生産・消費だけに限らない。サー
ビスや情報コンテンツやコミュニケーションと
いった財の生産・消費では，資源の消費・廃棄
は物財の生産・消費の場合よりも少なくなりう
るだろう（それらの提供に伴う情報インフラや
電力の使用等にも考慮が必要だが）。それ故，
自然環境への負荷も，物財生産と同様に増加す
るわけではない。
　生産力発展のあり方，生産力の利用・活用の
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仕方を再検討していくならば，人類にはまだ多
用な選択肢が残されている。しかしながら資本
制生産様式の下では，生産力発展が「Ⅰ部門の
不均等的拡大」という形での社会的総資本の蓄
積の中でしか進展しえず，また蓄積の停滞は失

業の増大に直結するという構造になっているの
である。今や人類は，生産力発展の内容と，生
産力の利用・活用の仕方を真剣に再検討せねば
ならない局面に立たされている（45）。

45　この議論と関連して確認しておくが，経済成長を GDP 増大と同義に捉えた上で，環境問題をこれ以上深刻化
させないためには GDP の増加を抑え（あるいは減少を目指し），脱成長の経済を目指すべきとの主張も，地球環
境問題解決のための議論を促すための問題提起としては意味があるが，誤解を生みやすい主張である。

 　GDP は一定期間に国内で生み出された付加価値額の合計でしかなく，それだけではその付加価値の内容や増減
の原因を問うことのない概念である。それ故，GDP が増大したから環境への負荷が増大する（現状の生産様式では，
そうなる可能性は高いのだが）とか，GDP が減少すれば環境への負荷が減少するといったことが，無条件に結論で
きるものではない（GDP を指標にして経済活動や豊かさ，富を評価することの限界については Latouche, S.（2019）
Chapter 1 ／中野訳（2020）第 1 章，Suskind, D.（2024）Chapter6 ／上原訳（2025）第 6 章も参照されたい）。

 　例えば，生産力上昇により生産物価格が低下していれば，生産量を拡大してもそこで生み出される付加価値額
は増大しないかも知れない。だが投入する資源は増大しており，廃棄物の処分法等に変化がなければ，GDP が
増大せずとも環境負荷を高めることになりうる。他方で，資源節約型の技術開発によって，資源，エネルギーの
投入量を減らしながら従来と同様の最終生産物が生み出されれば，これまでの生活水準を保ちながら，資源，エ
ネルギーの投入減少により環境負荷は低減させられる。この時，資源，エネルギー投入の減少は GDP を減少さ
せる要因となるが，そうなったとしても生活水準を落としているわけではない。資源節約型の技術に基づいて高
付加価値の新製品が開発されれば，そこでは環境負荷低減を進めながら GDP が増大する可能性もある。特に新
製品が，サービス，情報コンテンツ，コミュニケーションといった非物財系の生産物であるならば，その可能性
は一層高まる。

 　ただし，健康的にも文化的にも著しい弊害をもたらす過剰な消費の一方で，生命を維持するのに必要な栄養も
摂取できない貧困が蓄積しているという深刻な格差問題を解決するためには，生産力の民主的な利用の仕方およ
びその成果還元の仕方を，社会成員の意思をもって選択するようにしなければならない。

 　GDP の増減から何かを議論する場合には，GDP を構成する付加価値の内容，成長の内容を吟味することが不
可欠である。経済成長の内容，生産力の中身を見ずに，GDP の増減だけから何かを語ることは，現実の分析に
とって有益とは言えない。

 　こうした観点をから言うと，資本主義的生産の到達点である経済成長社会が 3 つの無制限（「際限のない生産」
「際限のない消費」「ゴミの際限のない生産」）の上に成立していることを説き，かかる経済成長が持続できない
ことを主張する S・ラトゥーシュの議論も，重要な問題提起をしているのだが（Latouche, S.（2019）／中野訳

（2020）p. 44），それを「脱成長論」「脱成長社会」の文脈で語るため，非常に分かりにくい，あるいは誤解を生
みやすい議論となっている。

 　S・ラトゥーシュは「予測される文明崩壊の主犯格は……生産力至上主義の爆弾である」（Latouche, S.（2019）
／中野訳（2020）p. 100）として，「生産力至上主義」から脱却して「脱成長」を目指すことを説く。「脱成長は
景気後退やマイナス成長を意図していない」とする一方で，「脱成長という語を『経済成長を崇拝しない態度

（acroissance）』を指す語として使用しなければならないだろう。まさしく，進歩・発展という信仰や宗教を捨て
去ることなのだ」とも言う（Latouche, S.（2019）／中野訳（2020）p. 9）。だがこれでは，生産力発展一般，成
長一般が批判の対象となりかねず（それらを GDP 増大と同一視する誤りは回避していたとしても），せっかくの
問題提起が粗雑な議論となってしまう。問題は経済成長一般，生産力発展一般ではなく，経済成長の内容，生産
力の中身であろう。
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